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第１ 大規模小売店舗立地法の概要  

 １ 目的（法第１条） 

 大規模小売店舗立地法は、「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活   

環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法   

について適切な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図   

り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与するこ    

と」を目的としています。 

 

 この法は、大規模小売店舗が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施   

設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特   

性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行   

われることを確保するための手続を定めるものです。 

 

 ２ 大規模小売店舗（法第２条、第３条） 

 小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。）を行うための店舗で、   

店舗面積が１，０００㎡を超える店舗です。 

     

 ３ 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項（法第４条） 

 （１）大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項 

大規模な集客や物流といった特性を有する大規模小売店舗の出店によって生ずる

交通の渋滞や交通安全、騒音や廃棄物などに関する事項です。 

 

経済産業大臣は、大規模小売店舗の周辺の地域の良好な生活環境の保持を通じた   

小売業の健全な発達を図る観点から、その立地に際し、大規模小売店舗を設置する   

者（以下「設置者」という。）が配慮すべき事項に関する指針（以下「指針」とい   

う。）を定めています。 

 

大規模小売店舗の設置者は、この指針で定められた事項を踏まえ、大規模小売店    

舗の施設の配置及び運営方法を決めていくこととなり、また、県は、この指針を勘    

案しつつ、届出に対する意見の提出、勧告等の手続を必要に応じて行っていくこと    

となります。 

   

  （２）指針の概要 

大項目 中項目 具体的な内容 

基本的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・周辺地域の生活環境への影

 響について、十分な調査、

 予測 

・地域住民への適切な説明 

・都道府県の意見に対する 

 誠意ある対応 

・小売業者の履行確保、責任

 体制の明確化 

・大規模小売店舗の開店後 

 における適切な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の配置・運営

方法に関する事項 

 

 

 

・駐車需要の充足その他によ

 る大規模小売店舗の周辺の

 地域の住民の利便及び商業

 その他の業務の利便の確保

 のため配慮すべき事項 

・駐車需要の充足等交通に関する

 事項 

  駐車場の必要台数の確保 

  駐車場の位置・構造等 

  駐輪場の確保等 
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  自動二輪車の駐車場の確保 

  荷さばき施設の整備等 

  経路の設定等 

・歩行者の通行の利便の確保等 

・廃棄物減量化・リサイクルにつ

 いての配慮 

・防災・防犯対策への協力 

・騒音の発生その他による大

 規模小売店舗の周辺の地域

 の生活環境の悪化の防止の

 ために配慮すべき事項 

 

 

 

・騒音の発生に係る事項 

  騒音問題への対応策 

  騒音の予測・評価 

・廃棄物に係る事項等 

  廃棄物等の保管 

  廃棄物等の処理 

・街並みづくり等への配慮等 

 

 

 

第２ 届出事務の具体的な流れ  

 届出事務の具体的な流れについては、「大規模小売店舗立地法に基づく基本的な手   

続きの概要」（１０ページ）を参照して下さい。 

 

 １ 届出 

 （１）届出者 

        大規模小売店舗を新設する者又は設置している者（当該店舗の所有者）  

 

 （２）届出が必要な事項 

    大規模小売店舗の新設や増床など変更を行う場合、届出が必要です。 

 届出が必要な事項については、別添「届出事項一覧」（１１～１２ページ）を

参照して下さい。 

 

 （３）届出時期、届出書類、届出部数 

 届出時期、届出書類、届出部数については、別添「届出事項一覧」（１１～１

２ページ）を参照して下さい。 

 また、届出書添付書類の「指針確認票」の作成にあたっては、別添「添付書類

作成上の留意事項」（１４～１９ページ）を参照して下さい。 

 

 （４）届出先 

    福岡県商工部中小企業振興課 

    〒８１２－８５７７ 

    福岡市博多区東公園７番７号 

    TEL:092-643-3420 

        FAX:092-643-3421 

        e-mail:tshinko@pref.fukuoka.lg.jp 

 

 （５）事前相談・協議 

 法に基づく手続きを円滑に進めるため、届出前に相談・協議を随時、受け付け

ています。 

    相談・協議の窓口は、次のとおりです。 
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   ○事前相談・協議窓口 

項 目 部 署 名 

全般 福岡県商工部中小企業振興課 

交通 福岡県警察本部交通部交通規制課、各警察署 

駐車場、景観 福岡県建築都市部都市計画課 

廃棄物 福岡県環境部廃棄物対策課 

騒音、照明 福岡県環境部環境保全課 

営業騒音 福岡県警察本部生活安全部生活環境課 

道路 

 

福岡県県土整備部道路維持課、県土木事務所、その他

各道路管理者 

上記以外その他 各市町村 

 

 ２ 届出事項の周知（法第５条第３項、法第６条第３項） 

 （１）県は、届出があったときは、次の方法により速やかに届出事項の概要、届出年月    

日及び縦覧場所を公告するとともに、公告の日から４カ月間縦覧に供します。  

     公告：県公報への掲載 

     縦覧：福岡県商工部中小企業振興課 

        各中小企業振興事務所（当該管内分のみ）  

 

 （２）また、届出事項の概要、手続の進捗状況をＨＰでも公開しています。  

      福岡県庁ホームページ(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/)－ 

     しごと・産業・まちづくり－商工業－大規模小売店舗立地法のページ  

 

 ３ 軽微な変更 

 （１）軽微な変更 

法第６条第２項又は法附則第５条第１項（法附則第５条第３項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の届出であって、法第６条第４項ただし書に該当す

る場合（以下「軽微な変更」という。法附則第５条第１項の場合は規則附則２の

規定による読み替えがあることに注意して下さい。）は、説明会を開催する必要

はありません。（法第７条第１項） 

 

 （２）申出手続（要綱第７条） 

    ア  軽微な変更に該当することを申出したい場合は、届出の日から１週間以内に      

「軽微変更申出書」（要綱様式第２号）を提出して下さい。 

 

   イ 県は当該申出に対し、申出の日から１週間以内に承認する又は承認しない旨の     

通知を行います。 

 

 （３）申出後の手続 

ア 軽微な変更と承認された場合 

法第７条に基づく説明会は開催する必要はありません。 

また、法第８条第４項に基づく県の意見の手続はありませんので、承認をも

って法の手続は終了し、届出内容を実行することができます。 

ただし、法第８条第１項及び第２項の手続は行われますので、場合によって

は県から意見の内容を送付することがあります。 

 

イ 軽微な変更と承認されなかった場合 

法第７条に基づく説明会を開催する必要があります。 

説明会については下記４の手続を参照して下さい。 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/)
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 ４ 地元説明会 

 （１）説明会の開催（法第７条第１項） 

届出者は、新設等の届出をした日から２カ月以内に、届出事項の内容を周知さ

せるための説明会を開催しなければなりません。 

ただし、掲示による説明会申出が承認された場合は、届出等の要旨を当該大規

模小売店舗の立地する敷地内の見えやすい場所に掲示することによる説明会の開

催ができます。（規則第１１条第２項） 

 

ア  法第６条第２項の変更の場合（上記３－（３）－アに該当する場合を除く）

であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどない

ため、届出等の要旨を当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見えやすい場所に

掲示することによる説明会の開催を希望する場合は、県が説明会の回数の指定を

する前かつ届出から１週間以内に「掲示による説明会申出書」（要綱様式第４

号）を提出して下さい。（要綱第８条第３項） 

 

イ  県は当該申出に対し、申出の日から１週間以内に承認する又は承認しない旨

の通知を行います。（要綱第８条第４項） 

 

   ウ 承認された場合の掲示する期間は、承認通知を受領した日から１週間以内の日     

から法に定める縦覧期間が終了するまでとします。（要綱第８条第５項）  

 

   エ 掲示内容は、次のとおりです。（要綱第８条第５項） 

   （ア）大規模小売店舗の名称及び所在地 

   （イ）届出者の氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名及び所在地  

   （ウ）大規模小売店舗内の店舗面積の合計（店舗面積の合計が変更になる場合は、      

変更前の状況） 

   （エ）規則第３条第１項又は第２項に定める事項で変更があったもの並びに変更前     

及び変更後の状況 

   （オ）変更の実施予定日 

   （カ）届出の内容に対する照会等出店に関する問い合わせ先の氏名又は名称及び住      

所及び電話番号等 

 

   オ 掲示の開始後１週間以内に「説明会等実施状況報告書」（要綱様式第３号）を     

提出して下さい。（要綱第８条第６項） 

 

 （２）説明会回数の指定（規則第１１条第１項） 

説明会の開催数は、３回を上限として県が必要と認める回数を指定することと

なっています。 

県は説明会の開催回数を、届出を受領した日から１週間以内に書面により届出

者に対し通知します。 

ただし、上記（１）－アに掲げる申出書を提出している場合には、承認しない

決定をした日から１週間以内に通知します。（要綱第８条第１項）  

 

 （３）説明会の開催案内 

ア 開催公告（法第７条第２項） 

  届出者は、説明会の開催予定日の１週間前までに、開催日時、開催場所等を

公告しなければなりません。 

 

イ 公告方法（規則第１２条、要綱第９条第１項） 
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  次のいずれかの方法で行って下さい。 

   （ア）時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙４紙以上への掲載 

   （イ）時事に関する事項を掲載する主要な日刊新聞紙４紙以上への折込み広告  

    

   ウ 公告内容（法第７条第２項、要綱第９条第２項） 

   （ア）地元説明会の開催を予定する日時及び場所 

（イ）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（ウ）届出者の氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名及び所在地  

（エ）説明会開催の原因となった事由（新設及び増床等の各種変更の内容）  

（オ）店舗面積及び営業時刻 

（カ）開店予定日又は変更実施予定日 

（キ）届出者又は届出者に代わり地元説明会を主催する責任者の問い合わせ先

（電話及びＦＡＸ番号等） 

（ク）大規模小売店舗立地法に基づく説明会である旨の表示 

 

     ※ 開催日時については、ＧＷやお盆、年末年始等の特殊なシーズンに重なら       

ないよう注意しつつ、その範囲内で、できる限り土日祝祭日の日中に実施す       

るよう努めて下さい。 

 開催場所については、大規模小売店舗の所在地の属する市町村内にする

とともに、信義誠実の原則に反するような行動（有料制、地形的に特定少数

しか参加できない場所での開催等）は避けるようにして下さい。  

 

エ 公告の範囲（要綱第９条第３項） 

  店舗面積が２万平方メートル以下の大規模小売店舗にあっては、大規模小売

店舗の主たる建物（それによりがたい場合は、主たる敷地）の中心から半径１

キロメートル以上が確実に網羅できる範囲とし、以後２万平方メートルごとに、

半径を５百メートルずつを加えた範囲とします。 

 

オ 配布資料（要綱第１０条）  

  届出者は、地元説明会出席者に対し、「届出書等」の写しを配付して下さい。  

 

 （４）地元説明実施状況報告（要綱第８条第２項） 

指定された回数の地元説明会を実施した場合は、最後の地元説明会終了後１週

間以内に「説明会等実施状況報告書」（要綱様式第３号）を県に対し提出してく

ださい。 

 

 （５）説明会開催不能の措置（法第７条第４項、規則第１３条、要綱第１１条）  

   ア  次に掲げる事由であって県が認める場合、説明会を開催する必要はあ

りません。 

（ア）天災、交通の途絶その他の不測の状態により説明会の開催が不可能である

こと 

   （イ）説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって       

説明会を円滑に開催できないこと 

 

   イ 説明会開催不能申出書 

   （ア）上記アの認定を受けようとする場合は、「説明会開催不能申出書」（要綱様     

式第６号）を提出して下さい。 

   （イ）県は当該申出に対し、申出の日から１週間以内に認定する又は認定しない旨      

の通知を行います。 
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      ウ 説明会開催不能の場合の届出等内容の周知 

   （ア）周知方法及び周知範囲は、上記（３）－イ及びエに準じて行って下さい。  

   （イ）周知内容は、上記（３）－ウに定める項目（説明会開催予定日時、場所を除      

く。）に次の内容を追加したものです。（要綱第１１条第４項） 

  a 法第５条第１項第５号及び第６号の規定の内容（変更の場合にあっては、   

変更前及び変更後の状況） 

    b 添付書類の内容 

 

 ５ 市町村に対する意見聴取及び住民等の意見書提出 

 （１）市町村に対する意見聴取（法第８条第１項、要綱第１２条第１項） 

 県は、大規模小売店舗の新設等の公告をしたときは、速やかにその旨を市町村

に対し通知するとともに、公告の日から４カ月以内に、市町村から大規模小売店

舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見（要綱様式第７号）を聞かなけ

ればなりません。 

 

 （２）住民等の意見書提出（法第８条第２項、要綱第１２条第２項） 

 大規模小売店舗の周辺住民等の方は、届出者がその周辺の地域の生活環境の保

持のために配慮すべき事項について意見を有する場合には、同じく公告の日から

４カ月以内の間、県に対し「意見書」（要綱様式第７号の２、２０ページ）の提

出により意見を述べることができます。 

なお、意見書は、必要事項を簡潔に記載の上、福岡県商工部中小企業振興課へ

持参又は郵送により提出して下さい。 

 

 （３）意見（書）の周知（法第８条第３項） 

 県は、次の方法により意見（書）の概要を公告するとともに、公告の日から１

カ月間縦覧に供します。 

    公告：県公報への掲載 

    縦覧：福岡県商工部中小企業振興課 

       各中小企業振興事務所（当該管内分のみ） 

 

 ６ 県による意見等 

 （１）県の意見等（法第８条第４項、第５項、第６項） 

県は、上記１～５の手続を経て、届出者に対し意見を有する場合には、届出の

あった日から８カ月以内に書面により意見を述べる（以下「県の意見」といいま

す。）とともに、当該意見の概要を公告の上、公告の日から１カ月間縦覧に供し

ます。 

公告：県公報への掲載 

    縦覧：福岡県商工部中小企業振興課 

       各中小企業振興事務所（当該管内分のみ） 

 

なお、意見を有しない場合にもその旨を書面により通知しますが、その時点で

法第５条第４項又は法第６条第４項の規定（いわゆる「８カ月制限」）は適用さ

れないこととなります。 

   

 （２）県の意見を踏まえた必要な変更に係る届出等（法第８条第７項、第８項、第９     

項） 

県の意見がある場合、届出者は当該意見を踏まえ、当初の届出を変更する旨の

届出又は変更しない旨の通知を県に対し行う必要があります 

また、この届出等を県に提出してから２カ月後でなければ、新設（又は変更）

は行えませんのでご注意下さい。 
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なお、届出等を行う場合は、次の方法に拠って下さい。 

   ア 当該届出を変更する場合 

   （ア）変更の届出 

 届出事項を変更する場合、「届出事項変更届出書」（規則様式第５）を提出      

して下さい。 

 また、届出事項の変更に伴い添付書類の記載内容が変更となる場合は、変更      

に係る添付書類も併せて提出して下さい。 

   （イ）添付書類等の変更 

 届出事項は変更しないが添付書類のみを変更する場合、又は届出事項や添付      

書類は変更しないが、県の意見を踏まえた対応策をとる場合、その旨を書面で      

提出して下さい。 

 なお、添付書類を変更しない場合は、数値等を用いた客観的かつ合理的な

論拠を示す資料を添付して下さい。 

 

   イ 当該届出を変更しない場合 

届出者は、変更しない旨の通知を行う場合、書面（任意様式）により県に提

出して下さい。 

なお、変更しなくても当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい

悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを数値等を用いて客観

的・合理的に証する資料を添付して下さい。（要綱第１３条第２項）  

 

 （３）届出等の周知（法第９条第５項） 

県は、次の方法により必要な変更に係る届出等の概要、届出年月日及び縦覧場

所等を公告するとともに、公告の日から４カ月間縦覧に供します。 

    公告：県公報への掲載 

    縦覧：福岡県商工部中小企業振興課 

       各中小企業振興事務所（当該管内分のみ） 

 

 ７ 県による勧告 

 （１）県による勧告（法第９条第１項、第２項、第３項） 

県は、上記６の結果、県の意見に対する届出者からの届出等が、県の意見を適

正に反映しておらず、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境に著しい悪影響

を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、市町村の意見

を聴いた上で届出等があった日から２カ月以内に限り、理由を付して届出者に対

して必要な措置を取るべきことを勧告することができます。 

 

※  勧告に当たっては、「必要な措置」の具体的内容を県が提示することとなり

ます。 

ただし、その範囲は必要な限度内において、届出者の利益を不当に害する恐

れがない場合に限られています。 

なお、県が行った勧告は、速やかにその旨を市町村に対し通知するとともに、

県公報への掲載により勧告の内容を公告します。 

 

 （２）県の勧告を踏まえた必要な変更に係る届出等（法第９条第４項） 

勧告を受けた届出者は、当該勧告を踏まえ、必要な変更に係る届出等又は当該

届出を行わない旨の通知等を遅くとも新設（又は変更）前までに速やかに行って

下さい。 

なお、届出等を行う場合は、次の方法に拠ってください。 

ア 勧告を踏まえた必要な変更に係る届出を行う場合 

（ア）変更の届出 
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 届出事項を変更する場合、「届出事項変更届出書」（規則様式第６）を提出      

して下さい。 

 なお、届出事項の変更に伴い添付書類の記載内容が変更となる場合は、変更      

に係る添付書類も併せて提出して下さい。 

   （イ）添付書類等の変更 

 届出事項は変更しないが添付書類のみを変更する場合、又は届出事項や添付      

書類は変更しないが、県の意見を踏まえた対応策をとる場合、その旨を書面で      

提出して下さい。 

 なお、添付書類は変更しない場合は、数値等を用いた客観的かつ合理的な

論拠を示す資料を添付して下さい。 

 

イ 勧告を踏まえた必要な変更に係る届出をしない旨の通知 

届出者は、勧告を踏まえた必要な変更に係る届出をしない場合、その旨を書

面（任意様式）により県に提出して下さい。 

また、変更しなくても当該大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい

悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを数値等を用いて客観

的・合理的に証する資料を添付して下さい。（要綱第１３条第３項）  

 

【注意】 

法律上自由に開店（又は変更の実施）ができることとなる期日と県の勧告期限

とが非常に近接しています。そこで法の趣旨を損なわない上からも、法に定める

期限を最大限使った県の勧告がなされる場合に十分対応した開店（又は変更の実

施）日の設定をお願いします。 

 

 （３）必要な変更に係る届出内容の周知（法第９条第５項） 

県は、次の方法により必要な変更に係る届出等の概要、届出年月日及び縦覧場

所等を公告するとともに、公告の日から４カ月間縦覧に供します。 

    公告：県公報への掲載 

    縦覧：福岡県商工部中小企業振興課 

       各中小企業振興事務所（当該管内分のみ） 

 

 ８ 公表（法第９条第７項、要綱第１４条） 

   県の勧告を踏まえた必要な変更に係る届出の内容が、正当な理由がなく、当該勧告   

に従わなかったと認められる場合、次の方法により公表することとなります。  

 （１）公表方法（次に掲げる項目の全部又は一部） 

   ア 県公報 

   イ 告知板への掲示 

   ウ 県政記者室への資料提供 

  

 （２）公表内容 

   ア 大規模小売店舗の名称及び所在地 

イ 届出者の氏名又は名称並びに法人にあってはその代表者の氏名及び所在地  

   ウ 公表の対象となった法第９条第１項の規定に基づく勧告の内容 

    

   【注意】 

勧告の内容を踏まえた必要な変更に係る届出後、その内容を審査するための

ある程度の審査期間が必要となります。したがって当該届出の日から短期間で

新設（又は変更）を予定している場合には、その後に公表が行われる可能性が

あることをご了承ください。 
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 ９ 取り下げ（要綱第３条第２項）    

 法に基づく届出等を取り下げる場合は、「取下げ書」（要綱様式第１号）を提出し   

て下さい。
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大規模小売店舗立地法に基づく基本的な手続きの概要

大規模小売店舗の新設・変更の届出

地元説明会の開催

地元市町村からの意見聴取
地元住民等からの意見提出

審議会意見の答申

都道府県の意見

あり なし（手続き終了）

届出者による自主的対応策の提示

地元市町村意見

審議会意見の答申

都道府県による勧告等

審議会意見の答申

変更届 公表

届出
から

２ヶ月
公告
から

４ヶ月

届出
から

８ヶ月

提示
から

２ヶ月

あり なし（手続き終了）

事前相談・協議（届出書素案） （随時）

（公告・縦覧）

（公告・縦覧）

（公告・縦覧）

（公告・縦覧）

（公告）

※正当な理由なく勧告に従わない場合

※都道府県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい影響がある場合

※自主的対応策が生活環境保持のため十分な内容であればその時点で手続は終了

※意見がなければその時点で手続終了

○届出対象：店舗面積１，０００㎡超
○届出事項：①店舗の名称・所在地
　　　　　　　　 ②設置者等の氏名・住所等
　　　　　　　　 ③大規模小売店舗となる日
　　　　　　　　 ④店舗面積の合計
　　　　　　　　 ⑤施設の配置・運営方法
○配慮事項：周辺住民等の利便の確保と生活環
　　　　　　　　境保全に関すること
　　　　　　　　（駐車場、交通、廃棄物、騒音等）
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No.１

根拠法令等 届出時期 届出書、添付書類 提出部数

1 　大規模小売店舗を新設する場合

2

（１）新設日（繰り下げは除く。）

（２）店舗面積の合計

（店舗面積の増加分が、届出済み面積の０．１倍、若しくは
1,000㎡を超える場合のみ）

（３）施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置・収容台数
　　（収容台数の増加は除く。）

イ　駐輪場の位置・収容台数
　　（収容台数の増加は除く。）

ウ　荷さばき施設の位置・面積
　　 　　（面積の増加は除く。）

エ　廃棄物等保管施設の位置・容量
　　（容量の増加は除く。）

（４）施設の運営方法に関する事項

ア　小売業者の開店時刻・閉店時刻
　　（開店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げは除く。）

イ　駐車場の利用可能時間帯

ウ　駐車場の自動車の出入口の数・位置

エ　荷さばき作業時間帯

（５）店舗の名称、所在地

（６）店舗の設置者、小売業者の氏名又は名称、住所、法人にあっ
ては代表者氏名

3

（１）店舗面積の合計
（店舗面積の増加分が、届出済み面積の０．１倍、若しくは
1,000㎡以下の場合でも届出が必要。）

（２）施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置・収容台数
　　（収容台数の増加も届出が必要。）

イ　駐輪場の位置・収容台数
　　（収容台数の増加も届出が必要。）

ウ　荷さばき施設の位置・面積
　　 　　（面積の増加も届出が必要。）

エ　廃棄物等保管施設の位置・容量
　　（容量の増加も届出が必要。）

（３）施設の運営方法に関する事項

ア　小売業者の開店時刻・閉店時刻
（開店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げの場合も届出が
必要。）

イ　駐車場の利用可能時間帯

ウ　駐車場の自動車の出入口の数・位置

エ　荷さばき作業時間帯

4 　大規模小売店舗を廃止する場合
　（店舗面積を基準面積（1,000㎡）以下とする場合を含む。）

・規則様式第２
　「変更届出書」
・必要に応じ、登記事項証明書
等

4法第６条第５項

届出事項一覧

20
（法第６条第４

項ただし書又は
規則第１１条第
２項の規定に
該当する場合

は、１１）

廃止前

・規則様式第３
　「変更届出書」
・要綱別紙１「指針確認票」
・要綱別紙２「添付図面等」
　（変更部分に関するもののみ）

法第６条第２項

・規則様式第１
　「大規模小売店舗届出書」
・要綱別紙１「指針確認票」
・要綱別紙２「添付図面等」

20

法第６条第１項

　大規模小売店舗の変更を行う場合
　（既存店（大規模小売店舗立地法の届出を行ったことがない店舗）が法第５条第１項第４～６号の事項を変更する場合）

変更前

法附則第５条第１
項

・規則様式第８
　「大規模小売店舗を設置して
いる者の変更事項届出書」
・要綱別紙１「指針確認票」
・要綱別紙２「添付図面等」

・規則様式第４
　「大規模小売店舗廃止届出
書」

（既に基準面積（1,000㎡）以下で営業を行っている店舗が、床面
積変更又は既存の建物の全部若しくは一部の用途の変更により
基準面積を超える場合を含む。）

法第5条第1項

届出事項

開店予定日の８ヶ
月前まで

変更予定日の８ヶ
月前まで

　大規模小売店舗の変更を行う場合
　（大規模小売店舗立地法の届出（第５条第１項、附則第５条第１項）を行ったことがある店舗が届出事項を変更する場合）

4

20
（法第６条第４

項ただし書又は
規則第１１条第
２項の規定に
該当する場合

は、１１）

法第６条第２項

変更予定日の８ヶ
月前まで

変更前

変更後、遅滞なく
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No.２

根拠法令等 届出時期 届出書、添付書類 提出部数

5 　法に定める届出者の地位を承継した場合 法第１１条第３項 承継後、遅滞なく ・規則様式第７
　「承継届出書」
・譲渡、相続、合併又は分割の
事実を証する書類

4

6 　法第８条第４項に基づく県の意見に対する届出等を行う場合

（１）県の意見を踏まえ、当初の届出を変更する場合 ・規則様式第５
　「届出事項変更届出書」
・要綱別紙１「指針確認票」
・要綱別紙２「添付図面等」等
　（変更部分に関するもののみ）

（２）当初の届出を変更しない旨を通知する場合 ・任意様式
・生活環境への悪影響を回避で
きることを証する資料

7 　法第９条第１項に基づく県の勧告に対する届出等を行う場合

（１）県の勧告を踏まえ、必要な変更に係る届出を行う場合 ・規則様式第６
　「届出事項変更届出書」
・要綱別紙１「指針確認票」
・要綱別紙２「添付図面等」等
　（変更部分に関するもののみ）

（２）必要な変更に係る届出をしない旨を通知する場合 ・任意様式
・生活環境への悪影響を回避で
きることを証する資料

8 要綱第７条第１項 説明会開催数指
定前、かつ当該
変更届出から１週
間以内

・要綱様式第２号
　「軽微変更申出書」

1

9 　法第７条に定める説明会を実施した場合 要綱第８条第２項 説明会終了後、１
週間以内

・要綱様式第３号
　「説明会等実施状況報告書」
・説明会配布資料
・説明会開催公告（写し）等

1

10 　掲示による説明会開催の申出をしたい場合 要綱第８条第３項 当該変更届出か
ら１週間以内

・要綱様式第4号
　「掲示による説明会申出書」 1

11 要綱第１１条第１
項

県が決定した開
催回数を満たすこ
とが出来ないとき

・要綱様式第６号
　「説明会開催不能申出書」
・開催不能を証する資料

1

12 要綱第3条第2項 速やかに ・要綱様式第１号
　「取下げ書」 4

法第９条第４項
要綱第１３条第３
項

20
遅くとも新設（又
は変更）前まで
に、速やかに

県意見後、速や
かに

法第８条第７項
要綱第１３条第２
項

20

　法第６条第４項ただし書きに規定する軽微な変更に該当すること
を申出したい場合

　法第５条第１項、法第６条第２項、法附則第５条第１項に基づく
届出を取り下げる場合

　法第７条に定める説明会の一部又は全部を実施出来ない場合

届出事項
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中小企業振興事務所の所在地及び管轄地域  

 

    所  属  名     管     轄       住    所 

福岡県福岡中小企業振興

事務所 

 

 ０９２（６２２）１０４０ 

 

筑紫野市、春日市 

大野城市、宗像市 

太宰府市、前原市 

古賀市、福津市、筑紫郡

糟屋郡、糸島郡 

〒８１２－００４６ 

福岡市博多区 

吉塚本町９番１５号 

中小企業振興センター１Ｆ 

 

福岡県久留米中小企業振

興事務所 

 

 ０９４２（３３）７２２８ 

 

大牟田市、久留米市 

柳川市、朝倉市、八女市 

筑後市、大川市、小郡市 

うきは市、みやま市、 

朝倉郡、三井郡、三潴郡

八女郡 

〒８３０－００２２ 

久留米市 

城南町１５番地の５ 

久留米商工会館３Ｆ 

 

 

福岡県北九州中小企業振

興事務所 

 

 ０９３（５４１）５５６６ 

行橋市、豊前市、中間市 

遠賀郡、京都郡、築上郡 

 

 

 

〒８０２－００８２ 

北九州市小倉北区 

古船場町１番３５号 

北九州市立商工貿易会館 

５Ｆ 

福岡県飯塚中小企業振興

事務所 

 

 ０９４８（２２）８８０６ 

直方市、飯塚市、田川市 

嘉麻市、宮若市、鞍手郡

嘉穂郡、田川郡 

〒８２０－８５０７ 

飯塚市吉原町６番１２号 

飯塚商工会議所ビル４Ｆ 
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添付書類作成上の留意事項  

 

 

・大規模小売店舗立地法に基づく届出書添付書類（要綱別紙１「指針確認票」）の作成  

に当たっては、次の点に留意して下さい。 

 

・ 指針確認票は、以下の各項目で構成しています。 

   [設置者、建物等の概要] 

   [駐車需要の充足等] 

   [騒音の発生に係る事項] 

   [廃棄物に係る事項等] 

   [街並みづくり等への配慮等] 

 

・法第５条第１項、法附則第５条第１項に基づく届出の場合は、指針確認票の全ての項  

目について作成して下さい。また、法第６条第２項に基づく届出の場合は、変更に関わ  

る項目についてのみ作成して下さい。 

 

・指針確認票の各項目の作成に当たっては、指針確認票様式の注記や記載例のほか、以  

下の留意事項を参考に作成して下さい。 

 

 

指針確認票の各項目作成上の留意事項  

 

項目の名称 

 

留意事項 

 

[駐車需要の充足等] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 来客の自動車を駐車場に案内す 

 る経路及び方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通への支障を回避する 

  ための方策等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左折入出庫の原則等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の事項について、記載して下さい。 

・ 駐車場の左折入出庫原則への配慮  

・ 駐車場内及び出入口における次の対象

 の動線分離への配慮  

   入庫車、出庫車、自転車、歩行者 

・ 歩行者に対する安全への配慮  

・ 駐車場からの排気ガス等に対する配慮  

・ 近隣居住者への騒音に対する配慮  

・ 駐車場法の適用を受けない駐車場を設

 置する場合にあっても、駐車場法に基づ

 く構造及び設備の基準に則したものとす

 るための努力状況  

  

・経路の設定の範囲は、店舗面積が２０，０

００㎡以下のものについては、半径１ｋｍ以

上が確実に網羅できる範囲とし、以後２０，

（４）経路の設定 
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０００㎡ごとに半径５００ｍずつを加えた範

囲とします。 

・別紙の図面において、その範囲内の経路で

経路を設定し、来客自動車をどのように案内

するか記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経路の設定にあたり考慮

した点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の事項について、記載して下さい。 

 

 来客者や業者等が目的地に到着するまで

に適切な手段や経路を選択できるよう、合

理的に選択し、必要に応じ組み合わせて実

施することとされる次の対応策に関する配

慮状況 

ア 案内経路の設定に対する配慮（来客車

 両） 

      来客の自動車が駐車場に到着するまで

  の案内経路のみならず、駐車場から出庫

  する来客の自動車が周辺道路の交通に大

  きな影響を及ぼすおそれがある場合に 

  は、出庫してからの案内経路を設定する

  ことが必要である。 

イ 駐車場への経路が複数想定される場 

 合、最も混雑の発生が小さくなるような

 経路を来客車両が選択できるための措置  

ウ 駐車場への経路として極力回避するこ

 ととされる次に掲げる経路への配慮  

    特に深夜に営業活動を行う店舗において

 は、慎重な対応が必要である。 

  ・ 住宅地の生活道路等静穏が要求さ

   れるような道路  

  ・ 歩道と車道が明確に区分されてい

   ない道路や狭隘な道路  

  ・ 上記経路をやむを得ず使う場合  

   の、来客者に対するマナー（登下校

   時間帯の通行回避や不用意なクラク

   ション防止等）呼びかけ  

エ 駐車場への経路に右折経路区間がある

 場合における右折待ち渋滞が発生しない

 ための配慮 

オ 駐車場への左折入出庫原則の徹底  

  ※ ただし、右折を伴う来客車が少数で

  ある場合や適切な右折用車線が確保さ

  れている場合で周辺の交通状況に与え

  る影響が少ないときや右折入庫するこ

  とによる周辺道路の交通の影響が左折

  入庫することによる影響よりも過小で

  ある場合はこの限りではない。  

 

７ 荷さばき施設において商品の搬 
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 出入を行うための自動車の台数及 

 び荷さばきを行う時間帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）搬出入車両の出入口の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応等 

 

 

 

 

 

 

 

 専用出入口の有無が無の場合、無の理由の

他に、以下の事項について記載して下さい。 

・ 荷さばき施設の規模や構造に対する配慮 

・ 施設内における複数車両の並行作業化に

 対する配慮状況 

・ １台当たりの作業が十分に効率的に行わ

 れるような工夫状況 

 

[騒音の発生に係る事項] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平均的な状況を呈する日におけ  

る等価騒音レベルの予測の結果及  

びその算出根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記載に当たっては、以下の事項に留意して

下さい。 

・ 予測の詳細は別添資料として添付するこ

 と 

・ 平均的な状況を呈する日におけるその昼

 間（午前６時～午後１０時）及び夜間（午

 後１０時～午前６時）における等価騒音レ

 ベルを予測するものとする。 

・ 予測地点 

  「原則として建物の周囲４方向からそれ

 ぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい

 地点に立地し又は立地可能な住居等の屋 

 外」とする。ただし、住居等の立地が不 

可能な用途の地域が面している方向につ 

いては、これを予測する必要はない。  

・ 遮音壁等を設置する場合の予測  

  騒音防止対策として遮音壁等を設置す

 る場合には、その背後に立地し又は立地

 可能な住居等の屋外における騒音レベル

 も予測しておくことが望ましい。  

  一方、高層住居等が隣接している場合

 には、仮に遮音壁を設置してもその効果

 の及ばない高層住居における騒音につい

 ても予測することが望ましい。  

・ 指針確認票２０～２２ページに騒音発

 生源として記載しているもの以外にも、

 騒音の発生のレベルや頻度、現実的予測

 の難易性等を勘案し、予測対象騒音と同

 等の影響があり、予測することが可能と

 認められる場合には、これらも併せて予

 測を行うものとする。 

・ 予測に当たっては、それぞれの騒音源

 について、騒音のパワーレベル、騒音の

 ピークとなる値、音の継続が予測される
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 時間、騒音源から測定地点までの距離等

 のデータが必要となる。 

・ 既存店舗の変更の届出（法第６条第２項

 又は附則第５条第１項）においては、当該

 店舗から発生する各種音源の騒音レベルを

 測定し、その実測値を用いて予測・評価す

 ることが望ましい。 

・ 新規店舗の届出（法第５条第１項）に 

おける予測に関しては、類似店舗におけ 

る騒音の実態等を測定することにより予 

測することも可能である。 

・ 技術の進歩等による新たな予測方法の

 浸透により上記の予測手法等によること

 が適当でない場合には、「特別の事情」

 としてその根拠を示して別の方法で騒音

 を予測すること 

・ 評価基準（凡例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域類型 

 

 

 

  昼間 

(午前６時～午

後１０時） 

 

  夜間 

(午後１０時～

午前６時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＡＡ 

 Ａ及Ｂ 

   Ｃ 

 

５０ｄＢ以下 

５５ｄＢ以下 

６０ｄＢ以下 

 

４０ｄＢ以下 

４５ｄＢ以下 

５０ｄＢ以下 

   

 ＡＡ 療養施設、社会福祉施設等が集合

   して設置される地域等特に静穏を要

   する地域 

  Ａ  専ら住居の用に供される地域  

  Ｂ  主として住居の用に供される地域 

  Ｃ  相当数の住居と併せて商業、工業

   等の用に供される地域  

(注) いずれも土地利用形態に応じて県知

  事が指定 

      予測測定地点ごとの地域類型が一致

  しない場合があるので十分留意するこ

  と 

 

４ 夜間において大規模小売店舗の  

施設の運営に伴い騒音が発生する  

ことが見込まれる場合にあって    

は、その騒音の発生源ごとの騒音  

レベルの最大値の予測の結果及び  

その算出根拠 

 

 

 

 

 

 記載に当たっては、以下の事項に留意して

下さい。 

・ 予測の詳細は別添資料として添付するこ

 と 

・ 定常騒音は「騒音レベル」、変動騒音及

 び衝撃騒音は「騒音レベルの最大値」を予

 測する。 

・ 「騒音レベルの最大値」は、騒音計の 

 「時間重み特性Ｆ」を用いて測定した場合

 のものとする。 
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・ 本県における夜間の定義：午後１１時 

～午前６時 

・ 予測地点は「大規模小売店舗の敷地の

 境界線」とし、隣接する住居等への影響

 を考慮した高さにおける騒音レベルの予

 測を行うこととする。 

・ 遮音壁等を設置する場合の予測  

  騒音防止対策として遮音壁等を設置す

 る場合には、その背後に立地し又は立地

 可能な住居等の屋外における騒音レベル

 も予測しておくことが望ましい。  

・ 騒音レベルの最大値を予測（測定）す

 る。 

・ 技術の進歩等による新たな予測方法の

 浸透により上記の予測手法等によること

 が適当でない場合には、「特別の事情」

 としてその根拠を示して別の方法で騒音  

 を予測することができる。 

・ 評価基準（凡例）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区域区分 

 

   規制基準値 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１種区域 

第２種区域 

第３種区域 

第４種区域 

 

    ４５ｄＢ以下 

    ５０ｄＢ以下 

    ５５ｄＢ以下 

    ６５ｄＢ以下 

  

 第１種区域 

    良好な住居の環境を保全するため、特 

 に静穏の保持を必要とする区域 

 第２種区域 

   住居の用に供されているため、静穏の 

 保持を必要とする区域 

 第３種区域 

    住居の用に合わせて商業、工業等の用 

 に供されている区域であって、その区域    

内の住民の生活環境を保全するため、騒    

音の発生を防止する必要がある区域 

 第４種区域 

    主として工業等の用に供されている区 

 域であって、その区域内の住民の生活環    

境を悪化させないため、著しい騒音の発    

生を防止する必要がある区域 

(注) いずれも土地利用形態に応じて県知

  事が指定 

     予測地点ごとの地域類型が一致しな

  い場合があるので十分留意すること  

 

[街並みづくり等への配慮等] 
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１ 街並みづくり等への配慮に関す  

る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）景観への配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 筑後地域（※）における届出においては、

「筑後景観憲章」の景観基準に対する配慮状

況について、記載して下さい。 

※筑後地域とは、 

 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑

後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市

、三井郡、三潴郡、八女郡 

 

（８）防犯対策への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他防犯対策 

 

 

 

 

 

 

 「福岡県安全・安心まちづくり条例」及び

「大規模小売店舗における犯罪の防止に配慮

した構造、設備等に関する指針」に基づき、

防犯対策として実施される事項について、記

載して下さい。 
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様式第７号の２（第１２条関係） 

※受理年月日  

※受 理 番 号       

※備 考       

 

意 見 書 

  年  月  日 

 福岡県知事 様 

 

氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

                住所・所在地 

 

 大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、意見を提出します。 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

２ 意見 

（１）駐車需要の充足等交通に関する事項 

（２）歩行者の通行の利便の確保等 

（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

（４）防災・防犯対策への協力 

（５）騒音の発生に係る事項 

（６）廃棄物に係る事項等 

（７）街並みづくり等への配慮等 

（８）その他 

 

３ 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名、住所・所在地の公表（公告・  

縦覧）について（どちらかに○印をつけてください。） 

   ・公表してもよい 

   ・公表してほしくない 

 ○意見書の記載及び提出について 

  １ 日本語で記載してください。 

  ２ 意見を述べるにあたっては、その理由を記載してください。 

  ３ 述べられた意見については、大規模小売店舗立地法第８条第３項の規定に

   基づき、その概要を県の方で公告するとともに、提出された意見書を縦覧に  

     供します。 

   ４ 意見書の提出は、届出の公告の日から４月以内となっていますので、提出

   期限にご注意ください。 

（備考）１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４としてください。 

    ２ ※印の項は記載しないでください。 

    ３ この様式は、九州各県（沖縄県、政令市を除く。）共通のものであり、宛名      

を変えるだけで、そのまま他県でも使用することができます（左上部の様式番      

号不要） 


